
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
七
月
三
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

芝

山

日

出

髙

一

政
党
の
支
部

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

代
表
者
の
氏
名

湯

浅

恭

介

粟

飯

原

一

平

自

由

民

主

党

令

和

二

年

湯

浅

恭

介

徳

島

県

ト

ラ

ッ
ク

支
部

会
計
責
任
者
の

六

月

三

日

福

永

功

高

林

徹

氏
名

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

徳
島
市
中
吉
野
町
四
丁
目
四
九

主
た
る
事
務
所
の

徳
島
市
東
吉
野
町
一
丁
目
七－

令

和

二

年

か

じ
わ

ら

一

哉

後

援

会

梶

原

一

哉

－
一
ア
ル
フ
ァ
ス
テ
イ
ツ
中
吉

所
在
地

四－

二
〇
六

五

月

十

五

日

野
町
Ⅱ
九
〇
四
号
室

会
計
責
任
者
の

令

和

二

年

土

井

昭

一

後

援

会

土

井

昭

一

土

井

清

子

土

井

美

保

氏
名

五

月

十

五

日

主
た
る
事
務
所
の

徳
島
市
応
神
町
吉
成
字
只
津
七

徳
島
市
八
万
町
大
野
一
五
八－

令

和

二

年

な
い
と
う
さ
わ
こ
後
援
会

山

田

茂

人

所
在
地

〇－

三

一

五

月

十

九

日



主
た
る
事
務
所
の

徳
島
市
八
万
町
大
坪
九
六－

一

令

和

元

年

仁

徳

会

川

島

周

阿
南
市
宝
田
町
川
原
一
五－

五

所
在
地

〇

八

月

二

十

五

日

代
表
者
の
氏
名

五

島

寛

治

山

下

秀

夫

令

和

二

年

徳

島

県

警

備

業

連

盟

五

島

寛

治

会
計
責
任
者
の

五

月

二

十

二

日

山

下

秀

夫

五

島

寛

治

氏
名

会
計
責
任
者
の

令

和

二

年

徳

島

県

商

工

政

治

連
盟

岡

本

富

治

妹

尾

圭

一

郎

久

住

厚

司

氏
名

四

月

一

日

代
表
者
の
氏
名

富

永

俊

彦

殿

谷

隆

一

令

和

二

年

阿
南
市
那
賀
郡
医
師
連
盟

富

永

俊

彦

会
計
責
任
者
の

五

月

十

九

日

瀬

川

淳

宮

本

弘

氏
名

代
表
者
の
氏
名

湯

浅

恭

介

粟

飯

原

一

平

徳

島

県

ト

ラ

ッ
ク
事

業

令

和

二

年

湯

浅

恭

介

政

治

連

盟

会
計
責
任
者
の

六

月

三

日

高

林

徹

郡

信

彦

氏
名


